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【新標準報酬決定】

社会保険料の計算の基礎とな

る「標準報酬」の決定通知書が

各社に送付されているところで

す。合わせて厚生年金の保険料

率も9月分からアップするので、

給与計算時にはほとんどの場合

で変更が生じます。給与計算ソ

フトの場合は設定の確認を、手

計算の場合は新料率表の確認を

それぞれ忘れないようにしましょ

う。

なお、決定された標準報酬に

ついては、従業員への周知も忘

れないようにしましょう。

【貸し剥がし再び】

身近なところで貸し剥がしの

現場を目の当たりにしました。

金融機関⇒みなと銀行

金額⇒20万円

剥がされた会社に信用不安や約

束違反などは何もなく、銀行員

が会社を訪ねて一方的にその場

で出金伝票を書かせて回収です。

このような行為は銀行側の明

らかな契約違反だと思われます

が、それにしても20万円ぐら

いのことでここまで大胆な行動

に出るとは、下品としか言いよ

うがありません。もはやこの銀

行を信用するわけにはいかない

でしょう。

【エアコンの手入れを忘れ

ずに】

この夏はいつにもましてエア

コンがフル稼働だったと思いま

す。トラブル防止のため、フィ

ルター等の基本的な掃除をお忘

れなく。

【9月の事務予定】

・9月決算法人期末実地棚卸

・6月決算建設業決算変更届

・7月決算法人確定申告＆納税

・1月決算法人中間申告＆納税

・秋の交通安全運動(21～30)

・老人週間(15～21)

Ｑ．ニュースなどで「懲役２

年執行猶予３年」という裁判

所の判決を耳にしますが執行

猶予ってなんですか？ 結局

刑務所に入るのですか？

Ａ．執行猶予とは刑の言渡し

はするが、その執行を一定期

間猶予し、猶予期間を無事経

過したときは刑罰権を消滅さ

せる制度です。つまり執行猶

予がつかない懲役2年なら即

刑務所行きですが、猶予3年

がつくと刑の執行が3年猶予

されます。そしてその3年間

刑事事件を起こさなければ懲

役2年の効力が失われ、刑務

所に入らなくて済みます。

ちなみによく会社役員、就

職、許認可の欠格要件で「禁

固以上の刑に処せられ、その

刑の執行を終わり、又は刑の

執行を受けることがなくなっ

た日から５年を経過しない者」

などという条件があります。

実刑判決を受けた人は刑の執

行終了後5年間は欠格該当者

ですが、執行猶予付きの判決

を受けた場合は、その猶予期

間を何事もなく満了すれば刑

罰がなかったことになり、満

了時点で即この欠格要件には

該当しないことになります。
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【「軸」を持つ】

経営者ならば誰しも考え方

の軸を持っており、その軸を

中心として日々の経営が実行

されているものと思います。

軸はブレないことが肝要です

が、これをブレさせる大きな

要因としてマスコミが挙げら

れます。経営戦略的には外部

環境の情報収集ということで

す。

皆さんもご存知のとおり、

マスコミというものはある方

向に（ほとんどの場合悪い方

向に）極端に偏る傾向があり

ます。例えば円高になればそ

のデメリットを、売上が下がっ

たといえばそういった会社ば

かりを、雇用問題があるとい

えば就職できない人ばかりを

採り上げる、といった具合で

す。これらには当然のことと

してその反対側に良いことも

あるはずで、例えば円高のメ

リットなどは輸入品の価格低

下を通じてほとんどの人に恩

恵があるはずなのに、そういっ

たことは伝えられません。輸

出産業は大変だといいながら、

輸出がどの程度経済の割合を

占めているのかは伝えられま

せん。

我々経営者としては、こう

いった情報に振り回されるこ

となく、しっかり自分で考え、

その考えを着実に行動に移さ

なければなりません。ある情

報に接したら、その裏側にも

考えを及ぼすことが必要であ

り、いかなる状況下でも自社

にとって有利なことを捜し求

める姿勢が必要です。

中小企業の経営は99％経営

者で決まるといわれています。

外部情報を鵜呑みにしてフラ

フラすることなく、しっかり

と自分の足で立って歩きましょ

う。
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法務会計事務所とは？

・予防法務（問題が起こる前の対策）

・戦略会計（経営に役立つ会計）

・マネジメント（経営支援）

これらを駆使し、総合的にサポートす

る行政書士事務所です。

〒672-8043

姫路市飾磨区上野田2-1

田中ビル2階

TEL 079-243-1231

FAX 079-243-1233

nakagawa@assist-ltd.co.jp

ワンストップ「経営・生活」サポーター

行政書士・中川法務会計事務所


